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生活保護受給者に対する後発医薬品の利用促進について

概 略

国は、患者の負担軽減及び医療保険財政の改善に資す ることか ら、医療全

体で後発医薬品 (いわゆる 「ジェネ リック医薬品Jと 呼ばれている。)の 利用

促進 に総合的に取 り組む仕組みを作つた ところである。

しか し、生活保護受給者は、医療費に係 る患者の 自己負担が生 じないため、

コス ト意識 によるイ ンセ ンテ ィブが働 かない等の理 由に よ り、後発 医薬品の

利用が医療全体 と比較 し低調であるc

このため、国は、平成 24年 4月 に 「生活保護 の医療扶助 にお tナる後発医

薬品に関す る取扱いについてJを 発出 し、生活保護 の医療扶助 について も、

生活保護受給者の便益 を損 なわないよ う配慮 し、また、生活保護受給者の音

思を尊重 しなが ら、後発医薬品の更なる利用促進 を図ることとした3

これ を受け、葛飾 区においては次の取組を行 う。

区の取組

1)関 係機関への協力依頼

葛飾 区医師会 、葛飾 区歯科医師会及び葛飾 区栗斉」師会に後発医薬品の利
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用促進の陽力を依頼する。

(2)後 発医薬品の服用の促進

処方医が後発医薬品の使用が可能であると判断 した生活保護受給者に対

して、菜局等を通 じて一旦服用することを促 し、服相後、本人の意向を確

認の 上、更なる利用促進を図る。

(3)生 活保護受給者に対する後発医薬品利用促進の働きかけ

ケー スワーカーが面接や家庭訪問する際などに、生活保護受給者に対 し

リーフレットを配布 ヒ′、後発医薬品の利用促進の趣旨を説明の うえ、利用

を促す.



( 4 )後 発医薬品を使用 していない者に対する利用促進

電子 レセブ トシステムを活用 し、調声J報副‖明細書の内容 を確認 し、後発

医菜品の使用が可青とな者の うち、栗局か らの説明を受 けているに もかかわ

らず特別の理 由がな く後発医薬品を使用 していない生活保護受給者 に対 し、

後発医菜品の使用について説明を行い、利用促進 を図るむ

3 経  費

経費については、都 を通 じて国 と協議中であるこ

当面は、既定予算で実施す るが、既 定予算に不足が生 じた場合 は必要に

応 じて補正予算 を計上す る3

4 開 始予定時期

平成 24年 8月


